
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

主催：ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪） 大阪府雇用推進室労政課 大阪府総合労働事務所 
 
◆ 日  時  平成25年6月6日（木）    １８：３０～２０：００（セミナー） 

    ２０：００～２１：００（交 流 会） 
 
◆ 場  所  ものづくりビジネスセンター大阪（ＭＯＢＩＯ）北館３階 ３０９号室 

東大阪市荒本北1-4-17（近鉄 けいはんな 線「荒本駅」下車5分） 
 
◆ 内  容 

企業に役立つ法律セミナー「労働関係の落とし穴」を５回シリーズでお届けします。 

第１回は、「雇用契約時の注意点、身元保証（身元保証契約の注意点）、平成 24年の

法改正（有期労働契約の新ルール）」について説明します。 

企業のみなさん、良い人材を雇用するためにも、しっかりと雇用契約に関する法制

度を理解してください。 

講師は、企業法務を専門分野として取扱う弁護士法人飛翔法律事務所に所属し、丁

寧、迅速かつ適切な法的サービスの提供を心掛けて活動する 吉田 尚平（よしだ し

ょうへい）弁護士です。 

なお、ご質問や簡単な相談をご希望の方は交流会にご参加くだされば、講師をはじ

め弁護士が個別にみなさんのご相談に応じます。（交流会には、労働法関係に詳しい

弁護士が５名程度参加の予定です。）是非、交流会へのご参加もお待ちしております。 
 
◆ 参加費      無料（交流会は１，０００円） 

◆ 対  象      ものづくり中小企業、支援機関など 

◆ 定  員      ３０名（先着順・定員に達し次第、締め切らせていただきます） 

◆ 申込方法    FAX（下記申込書に記載）又はインターネットでお申し込みください。 

    インターネットは、問合せ先のホームページにアクセスしてください。 

◆ お問合せ先 

ものづくりビジネスセンター大阪（河嶋・南浦）℡ ０６－６７４８－１０５２ 

ホームページ⇒                    から、「MOBIO Cafe開催案内」をご覧ください。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

ＦＡＸ０６－６７４８－１０６２    ※お一人ずつお申し込みください。切り取らずこのままＦＡＸして下さい。 

参加者氏名  
企 業 名 
部署・役職 

 

電話番号  ＦＡＸ番号  

住  所 
〒 

 

交 流 会 □ 参加する    □ 参加しない 

※ 交流会は 20:00より、南館２階テラスにて立食・軽食スタイルで開催します。（会費１，０００円） 

企業に役立つ法律セミナー 労働関係の「落とし穴」第１回 参加申込書 

 

 

弁護士による 企業に役立つ法律セミナー 

労働関係の「落とし穴」 ５回シリーズ 
 

（第１回） 雇用契約時に気をつけなければいけないポイント 

 

MOBIO 

http://www.m-osaka.com 

 

 初！ 

http://www.m-osaka.com
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    ２０：００～２１：００（交 流 会） 
 
◆ 場  所  ものづくりビジネスセンター大阪（ＭＯＢＩＯ）北館３階 ３０９号室 

東大阪市荒本北1-4-17（近鉄 けいはんな 線「荒本駅」下車5分） 
 
◆ 内  容 

企業に役立つ法律セミナー「労働関係の落とし穴」を５回シリーズでお届けします。 

第１回は、「雇用契約時の注意点、身元保証（身元保証契約の注意点）、平成 24年の

法改正（有期労働契約の新ルール）」について説明します。 

企業のみなさん、良い人材を雇用するためにも、しっかりと雇用契約に関する法制

度を理解してください。 

講師は、企業法務を専門分野として取扱う弁護士法人飛翔法律事務所に所属し、丁

寧、迅速かつ適切な法的サービスの提供を心掛けて活動する 吉田 尚平（よしだ し

ょうへい）弁護士です。 

なお、ご質問や簡単な相談をご希望の方は交流会にご参加くだされば、講師をはじ

め弁護士が個別にみなさんのご相談に応じます。（交流会には、労働法関係に詳しい

弁護士が５名程度参加の予定です。）是非、交流会へのご参加もお待ちしております。 
 
◆ 参加費      無料（交流会は１，０００円） 

◆ 対  象      ものづくり中小企業、支援機関など 

◆ 定  員      ３０名（先着順・定員に達し次第、締め切らせていただきます） 

◆ 申込方法    FAX（下記申込書に記載）又はインターネットでお申し込みください。 

    インターネットは、問合せ先のホームページにアクセスしてください。 

◆ お問合せ先 

ものづくりビジネスセンター大阪（河嶋・南浦）℡ ０６－６７４８－１０５２ 

ホームページ⇒                    から、「MOBIO Cafe開催案内」をご覧ください。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

ＦＡＸ０６－６７４８－１０６２    ※お一人ずつお申し込みください。切り取らずこのままＦＡＸして下さい。 

参加者氏名  
企 業 名 
部署・役職 

 

電話番号  ＦＡＸ番号  

住  所 
〒 

 

交 流 会 □ 参加する    □ 参加しない 

※ 交流会は 20:00より、南館２階テラスにて立食・軽食スタイルで開催します。（会費１，０００円） 

企業に役立つ法律セミナー 労働関係の「落とし穴」第１回 参加申込書 

 

 

弁護士による 企業に役立つ法律セミナー 

労働関係の「落とし穴」 ５回シリーズ 
 

（第１回） 雇用契約時に気をつけなければいけないポイント 
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